
①告発 

・研究所長 

・病院長 

・総長が指名した者 

予備調査委員会 

研究倫理教育責任者 

②告発の報告（第 8条 4項） 

③予備調査委員会を設置 

（第 15 条 1項） 

④結果報告 

（第 17 条 1項） 

⑤本調査実施の決定 

（第 17 条 2項） 

⑥調査委員会を設置

（第 18 条） 

指名 

報告 報告 

⑦不正行為認定報告 

（第 26 条 5項） 

不服申立報告 

（第 29 条 5項、6項） 

再調査結果報告 

（第 30 条 2項、3項） 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

「公正な研究活動の推進」に関する体制・フロー図 

統括責任者（総長） 

不正防止の 

ための体制 

不正行為 

調査実施体制 

部門責任者 

・当該部門における研究倫理

の向上及び不正行為の防止等

に関する責任者として公正な

研究活動を推進 

・臨床研究部主任部長 

告発者 

・臨床研究支援室 

・総長が指名した者 

・研究分野の知見を有する外部有識者 

・法律の知識を有する外部有識者 

・本調査の実施（第 20 条～第 25 条） 

・不正行為の認定（第 26 条～第 27 条） 

・不服申立の審査（第 29 条） 

・再調査の実施（第 30 条） 

・研究者等に対する研究倫理

教育について実質的な責任

と権限を持つ者として研究

者倫理に関する教育を行う 

調査委員会 

告発窓口 

資金配分機関 

関係省庁 

・部門長 

・予備調査の実施 

（第 15 条・第 16 条） 

被告発者 

・告発の受付 

（第 7条・第 8条） 

・告発の相談 

（第 9条） 

※①～⑦は、不正

行為の告発から認

定までのフロー 


